
神奈川県立保健福祉大学委員会規程 
 

 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、神奈川県立保健福祉大学学則第２１条の規定に基づく、委員会に関
し必要な事項を定めるものとする。 

 
（組織） 
第２条 委員会の名称、主な所掌事項は別表１、委員数、あらかじめ定める委員及び委員
会事務局は別表２のとおりとする。 

２ 前項に定めるほか、各委員会の委員は、大学の教職員から選出するものとする。 
 
（委員長） 
第３条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は、委員の互選により選出する。 
３ 委員長は、会務を総理する。 
４ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。 
 
（委員会の招集および議長） 
第４条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 
 
（成立） 
第５条 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 
 
（議事） 
第６条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決する
ところによる。ただし、委員会が特に重要と認めた事項については、出席した委員の３
分の２以上の同意を必要とする。 

 
（専門部会） 
第７条 委員会は必要に応じ、専門部会等を設置することができる。 
２ 専門部会等の委員は、第２条第２項の規定を準用する。 
 
（委員以外の者の出席） 
第８条 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を述べ
させることができる。 

 
（補則） 
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。 

 
附 則 

この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 
 
附 則 

この規程は、平成 31年４月１日から施行する。 
 
附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
 



大学委員会別表１

名　称 主な所管事項
〇　予算・決算に関すること（研究費の配分を含む）
〇　施設の整備・運営に関すること
〇　環境保全・安全管理に関すること（学生・職員、ゴミ対策等を含む）
〇　学内規程の整備に関すること
〇　年度計画・中期計画の策定に関すること
〇　入試の実施方法に関すること
〇　入試の広報に関すること
〇　入試制度改革等の検討に関すること
〇　広報に関すること（入試関係を除く）
〇　大学ホームページの運営に関すること

FD・SD委員会 〇　ファカルティ―・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメントに関すること
〇　ハラスメント防止指針に関すること
〇　差別と人権侵害の防止指針に関すること
〇　審査体制の運営に関すること
〇　倫理保持に関すること
〇　附属図書館に関すること
〇　図書資料等の収集管理に関すること
〇　大学誌の編集・発行に関すること
〇　教育研究活動報告書の編集・発行に関すること
〇　研究助成等の実施に関すること
〇　実験動物の管理・審査に関すること
〇　研究における安全の確保に関すること

研究委員会

総務・企画委員会

全学入試委員会

広報委員会

人権・倫理委員会

図書委員会



大学委員会規程 別表２

※網掛け者が採決権ある構成員 ＃研究科の委員は学部委員の兼務可

名　　　　称 事務局 学長 副学長 学部長
保健福祉
学研究科

長

ヘルスイノ
ベーション
研究科長

事務局長 総務部
教務

学生部

企画・地
域

貢献部

学部入試
担当部

ﾍﾙｽｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝｽｸｰﾙ
担当部

看護学科 栄養学科 社福学科 リハ学科
人間

総合科
保健福祉
学研究科

ヘルスイノ
ベーション

研究科

附属図書
館長

ヒューマ
ンサービ

スＣ

政策研究
C

実践Ｃ
学外
委員

総務・企画委員会 総務課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 学科長 学科長 学科長 学科長 科長

全学入試委員会
学部入試担
当部

〇 〇 〇 〇 ○ ○
学部・研究科入試委員会委員長出席#

広報委員会
企画・地域貢
献課

〇 〇 1人 1人 1人 1人 1人 1人# 1人# 〇

ＦＤ・ＳＤ委員会
企画・地域貢
献課

〇 〇 〇 1人 1人 1人 1人 1人 1人# 1人#

人権・倫理委員会 
企画・地域貢
献課

〇 〇 〇 〇 1人 1人 1人 1人 1人 1人# 1人# 〇 １人

図書委員会 図書館 〇 1人 1人 1人 1人 1人 1人# 1人# ○

研究委員会
企画・地域貢
献課

〇 〇 1人 1人 1人 1人 1人 1人# 1人#


